
（本会議用） 

発 言 通 告 書 

( 一 般 質 問 用 ) 

令和５年８月３１日 

 

尼崎市議会議長   

 福 島 さとり 様 

 

            尼崎市議会議員 

            （２１番）  髙谷 浩司 

 

次のとおり発言したいので、尼崎市議会会議規則第５３条の規定により通告します。 

 

発 言 の 種 類 

該当するものに 

○をつけること 

反対         一括質問・一括答弁方式 

動議・説明・質疑・   討論・質問 

賛成         一問一答方式 

 

発 言 の 要 旨 

 

 

項目別に具体的 

に記載すること 

１ 保育所における今後の運営と役割について 

（１）公立保育所の定員の見直しについて 

（２）虐待事案についての相談窓口と対応方法・期間について 

（３）不適切な保育が認定された場合の公表について 

（４）公立保育所における障害児の受け入れ体制について 

２ 市民課窓口の委託化について 

３ 民間施設・人材を活用した小学校・中学校の水泳授業について 

４ 児童ホーム延長に係る職員体制について 

 

 

 

 

７番目／７名 

発言予定時間      分 答弁予定時間      分 質問予定時間   ２５分 



 質 問 の 要 旨 

 

（内容を具体的に記載すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


